
2019年度前期からの
授業料免除における

前後期⼀括申請等について

2019年1⽉ 学⽣⽀援課



前後期⼀括申請とは

前期申請時に提出した書類で後期の審査も⾏うも
ので、家計状況等に変更がなければ、所得課税証
明書以外の書類の提出を1回で済ませることができ
ます。

提出は1回で済みますが、審査については各期ごと
に⾏いますので、結果が前期と後期で同じになる
とは限りません。



前後期⼀括申請した場合のスケジュール
内容 時期

申請書類の配布 1/15〜2/6

申請書類の提出 在学⽣︓2/7〜2/28 進学者︓3/4〜3/6

アンケート（家計状況確認）の回答 4/1〜6/30（NU-WEBから回答）

前期免除結果発表 6/28（NU-WEBで確認）

前年（H30）所得課税証明書の追加提出 7/1〜7/12（取得は6⽉から可能）
※⼀般申請の場合︓本⼈分不要

追加書類の提出依頼 7⽉中旬を予定（メールにて依頼）

追加書類の提出期限 9/30

後期免除結果発表 11/29（NU-WEBで確認）

NEW

NEW

NEW



前後期⼀括申請をした場合
1.「アンケート」の回答

 前期申請時から現在において、家計状況の変更の有無
を確認するため、４⽉１⽇〜６⽉３０⽇の間に、NU-
WEBの「アンケート」から家計状況の報告をしてもら
う必要があります。※期間厳守

 ＜アンケート回答例＞
 設問番号1 ⇒ 学⽣番号⼊⼒
 設問番号2 ⇒ ⽇常使⽤するメールアドレスを⼊⼒
 設問番号3 ⇒ 家計状況の変更の有無を選択
 設問番号4 ⇒ 家計状況の変更内容を全て選択



前後期⼀括申請をした場合
2.追加書類の提出

７⽉中旬以降に「アンケート」の回答を基にした
追加書類の提出依頼を、アンケートの回答にあっ
たメールアドレスにお送りします。

９⽉３０⽇までに追加書類の提出をお願いします。
※期間厳守



アンケート⼊⼒画⾯（予定）



前後期⼀括申請をした場合
3.追加書類の提出が必要となるケース

①4⽉1⽇からアンケート回答期限（6⽉末）までに以下
のようなことがあった場合。
・退職⾦
・保険⾦
・株や不動産譲渡等による収⼊

※7⽉以降に以上のようなことがあった場合は、
学⽣⽀援課まで申し出ください。



前後期⼀括申請をした場合
3.追加書類の提出が必要となるケース

②4⽉1⽇からアンケート回答期限（6⽉末）までに以
下のようなことがあった場合。

（⼀般申請者）
・⽗⺟に就職⼜は転職があった
・⽗⺟に退職があった
・⽗⺟に休職があった

（独⽴申請者及び留学⽣）
・⾃分に就職⼜は転職があった
・⾃分に退職があった
・⾃分に休職があった

※7⽉以降に以上のようなことがあった場合は、
学⽣⽀援課まで申し出ください。



前後期⼀括申請をした場合
4.所得課税証明書の提出

 7⽉1⽇〜12⽇の間に前年（最新版）の所得課税証明書
（市役所等発⾏）を提出してもらう必要があります。

⼀般申請者 ⽗⺟
独⽴申請者 本⼈（配偶者がある場合配偶者分も）
留学⽣ 本⼈（配偶者がある場合配偶者分も）



前後期⼀括申請できない場合
5.学⽣⾃⾝による事由

①秋季⼊学の者
（⼊学年度は⼀括申請時期が終了しているためでき
ませんが、翌年度からは可能です。）

②年度途中に卒業・修了予定の者
③年度内に休学を予定している者



申請書について



注意事項（よくある書類不備）その１
①⾃分⾃⾝の所得課税証明書を忘れる。
前期申請時には学⽣本⼈の課税⾮課税の状況を確
認するために提出が必要となるが、７⽉の追加提
出時においては、本⼈⽤は不要。

②提出不要な⾃分や兄弟姉妹のアルバイトの源泉徴
収票を持ってくる。

③⽗⺟の所得課税証明書及び源泉徴収票について
⼀⽅しか持ってこない（必ず両⽅必要）

※以下は源泉徴収票ではありません。



注意事項（よくある書類不備）その２
④兄弟姉妹の在学証明書の⽇付が違う
前期︓証明⽇が 4/1以降のものを 4/11まで
後期︓証明⽇が10/1以降のものを10/11まで
☆就学者の証明書（本学様式⑨）

専⾨学校、専修学校、⾼専
☆在学証明 ⼤学、短⼤
※期間厳守（事情がある場合は申し出て下さい。）



その他、前年度からの変更点
①「⻑期療養者」のフォーム⑪が変更となった
②⾃宅通学者の「免除結果」の郵送の廃⽌
③締切⽇の厳格化
④⾮課税世帯学⽣について、２年次以降は⼀般の
審査選考が⾏われる。（全額免除は１年次のみ）

⑤「免除結果」の確認⽅法がNU-WEBからとなった



申請書類の訂正について（P4）



平成31年度授業料免除申請書類引渡⽤紙及び申請書類につ
いて

※申請書類の引渡し書は、1/15（⽕）以降に学⽣⽀援課に提出してもらいます。
引渡し書左下の免除書類Noには申請書類右上の数字を記⼊し、免除冊⼦の余⽩部分に
⾃分の提出⽇時を記⼊してください。
記載のある⽇時に実習等で提出が困難な場合、ご相談ください。



進学者について
 進学者とは、学部４年⽣から⼤学院へ進む⽅及び修⼠課程から博⼠課程へ進ま
れる⽅を⾔います。

 申請書類、引渡し書及び提出期間が在学⽣は異なりますので、注意してくださ
い。

 学部４年⽣から⼤学院へ進まれる場合、授業のみではなく⼊学料の免除申請も
可能です。合格通知に同封されている「⼊学⼿続き期間内」に学⽣⽀援課に来
て免除の⼿続きをしてください。

 ※研究⽣から正規学⽣になる⽅は、進学者ではなく新⼊⽣扱いとなります。
⼊学料の免除を申請されたい⽅は「⼊学⼿続き期間内」に、学⽣⽀援課に来
来て免除の⼿続きをしてください。


